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information

税税
のの
お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

12
月
の
納
税
等

固
定
資
産
税
／
第
３
期

国
民
健
康
保
険
税
／
第
６
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
／
第
６
期

保
　
育
　
料
／
12
月
分

納
　
期
　
限
／
12
月
25
日（
木
）

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
登
記
の
あ
る
固
定
資
産
の
所
有
者
変

更
や
取
り
壊
し

◎
土
地
の
所
有
者
変
更
や
分
筆
等
し
た
場
合

　

移
転
登
記
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
登
記
を
し
て
い
る
家
屋
の
所
有
者
変

更
や
取
り
壊
し
を
し
た
場
合

　

移
転
ま
た
は
滅
失
登
記
を
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
法
人
登
記
の
所
在
地
を
変
更
し
た
場
合　

法
人
登
記
を
変
更
し
て
も
、
固
定
資

産
税
の
所
在
地
は
変
更
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
不
動
産
登
記
の
所
在
地
も
変

更
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

津
島
法
務
局

　

☎
２
６

－

２
４
２
３

●
登
記
を
し
て
い
な
い
家
屋
の
所
有
者

変
更
や
取
り
壊
し

◎
所
有
者
を
変
更
し
た
場
合

　
「
未
登
記
家
屋
所
有
者
変
更
申
請
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類

①
未
登
記
家
屋
所
有
者
変
更
申
請
書

（
税
務
課
窓
口
ま
た
は
村
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
→
暮
ら
し
→
税
金
→
固
定
資

産
税
に
て
入
手
で
き
ま
す
。）

②
売
買
契
約
書
ま
た
は
遺
産
分
割
協
議

書
の
写
し

　

納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

納
付
書
に
ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
が
印
字
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ

や
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト（
ク
レ
ジ
ッ

ト
納
付
）を
利
用
し
て
納
付
が
可
能
で
す
。

ま
た
、
ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
に
対
応
し
た
全
国

の
金
融
機
関
で
納
付
が
可
能
で
す
。

　

納
付
に
は
口
座
振
替
も
利
用
で
き
ま

す
。土

地
・
家
屋
の
異
動
届
け
を

お
忘
れ
な
く

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
本
年

中
に
土
地
の
現
況
地
目
が
変
わ
っ
た
り
、

家
屋
が
取
り
壊
さ
れ
た
場
合
に
は
早
急

に
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
届
出
が
な

い
と
、
変
更
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
取

り
壊
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ら
ず
、

翌
年
度
以
降
も
変
更
・
滅
失
前
の
ま
ま

で
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

③
関
係
者
全
員
の
印
鑑
証
明
書
の
写
し

◎
取
り
壊
し
を
し
た
場
合

　
「
建
物
滅
失
届
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類

①
建
物
滅
失
届（
税
務
課
窓
口
ま
た
は

村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
→
暮
ら
し
→

税
金
→
固
定
資
産
税
に
て
様
式
を
入

手
で
き
ま
す
。）

②
建
物
取
り
壊
し
の
契
約
書
の
写
し

③
解
体
業
者
の
取
り
壊
し
証
明
書

④
建
物
が
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る
写

真
お
よ
び
建
物
が
滅
失
し
た
こ
と
が

分
か
る
写
真

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
税
務
課

津
島
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

令
和
８
年
１
月
５
日（
月
）か
ら
令
和

８
年
２
月
13
日（
金
）ま
で
の
間
、
税
務

署
で
の
申
告
相
談
の
受
付
は
、
事
前
予

約
に
よ
り
行
っ
て
お
り
、
当
日
の
受
付

枠
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
理
解
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
事
前
予
約
の
方
法
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
と
電
話
が
基
本
と
な
り
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
予
約
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

ア
プ
リ
で
予
約
を
行
う
こ
と
が
で
き
、

事
前
に
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ

ン
ト
を
友
だ
ち
追
加
し
て
い
た
だ
く
と

令
和
７
年
12
月
下
旬
以
降
、
順
次
予
約

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

お
っ
て
、
税
務
署
で
の
申
告
手
続
は
、

原
則
と
し
て
、
ご
自
身
で
ス
マ
ホ
と
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
行
っ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
来
署
の
際
は
、

源
泉
徴
収
票
な
ど
の
申
告
書
作
成
に
必

要
な
書
類
の
ほ
か
、
お
持
ち
の
方
は
ス

マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
ご
用

意
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

津
島
税
務
署　

　

☎
２
６

－

２
１
６
１

※
電
話
は
自
動
音
声
に
よ
り
案
内
し
て

い
ま
す
の
で
、
音
声
案
内
に
従
い

「
２
」を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。


